
令和３年度事業報告

事業概要

 新型コロナウイルス感染症が発生して２年目を迎えた今年度は、

昨年７月に発令され、９月末まで延長された緊急事態宣言がようや

く収束したことから、継続した感染対策を施しつつ、徐々に経済活

動が再開しつつあった中、新たな変異株であるオミクロン株の出現

により、再び感染が拡大していくこととなりました。その後、県内

においても感染者数の増加が日々報道されており、一日も早い新型

コロナウイルス感染の終息を願うばかりです。

 さて、今年度の公益目的事業の実施状況について、登記基準点設

置事業につきましては、新規設置箇所について計画しましたが実施

には至りませんでした。 

なお、当協会ホームページ上で公開しております登記基準点閲覧

システムの利用状況につき、今年度は１，１７１件のアクセスがあ

りました。

境界標埋設事業については、１４条地図作成作業等大型公共事業

をはじめ、より多くの業務でも設置できるよう継続して作業してい

ます。 

地図整備の促進等に係る事業については、那覇市若狭一丁目、二

丁目、三丁目地区における１４条地図作成作業では、新型コロナウ

イルス感染症対策に配慮しつつ、業務に従事した社員の努力と那覇

地方法務局のご協力もあり、無事、履行期限内に確定率９９．８７

パーセントで地図を作成することができました。 

現在は、那覇市松山一丁目、二丁目地区において継続して作業を

実施しております。 

不動産に関する権利の明確化推進のための普及啓発事業について

は、公共嘱託登記に係る勉強会を沖縄県用地課に提案し、実施に向

けた打ち合わせを行いましたが、今年度中での実施には至りません

でした。 

なお、当協会公益目的事業の普及啓発につながる活動として、国

及び地方公共団体が土地に関する施策を総合的に策定する責務が課



せられ、土地の境界の明確化その他必要な措置を講じる旨定められ

た、改正土地基本法が施行されたことの周知と公共工事に伴う境界

復元の現状を把握し、より適正な公共用地境界管理を目指すための

調査アンケートを沖縄県及び県内４１市町村に対し実施しました。

その結果、１５市町村よりご回答をいただき、各自治体が公共用地

境界管理について潜在的な問題を抱えている実態がわかりました。 

このアンケート結果と改正土地基本法の趣旨を踏まえ、各自治体

に対し、土地境界の専門家である土地家屋調査士を構成員とし、不

動産の権利の明確化推進を公益目的事業として掲げる当協会が公共

用地の境界管理・保全にかかわることで、土地境界の正確性を担保

し、かつ、国民の不動産の権利の明確化に寄与できるとして、当協

会の活用をアピールしており、この活動は今後も継続していきたい

と考えております。 

事業収入につき、昨年に引き続き減少しておりますが、先述のと

おり普及啓発活動を進めていくとともに経費の削減を行い、安定し

た協会運営が行えるよう努めました。 

会務活動については、前年同様新型コロナウイルス感染対策とし

て、Web 会議システム「Zoom」やグループウェア「サイボウズ Office」

を業務管理ツールとして活用することで人と人との接触を減らすこ

とができました。その他、このグルーウェアを活用し、協会から社

員向けの情報として、機関紙等の他、新型コロナウイルスに関する

沖縄県からの文書を発信しました。 

また、令和３年１１月２５日に沖縄県による当協会の組織運営及

び事業活動の状況等に関する立入検査があり、その結果、特段是正

改善指導もなく「適正に管理・運営されている」との検査結果をい

ただきました。今後もこの結果に満足することなく、より良い組織

運営並びに公益目的事業の実施に努めて参りたいと思います。 

社員を対象に専門知識及び技術の向上を図ることを目的とした研

修会につき、新型コロナウイルス感染症対策を施したうえで、３年

ぶりに実施しました。 

 なお、公益目的事業とその他事業の詳細については下記のとおり

です。 



Ⅰ．不動産に関する権利の明確化推進事業

（公益目的事業）

（１）登記基準点設置事業

この事業で、登記基準点の設置点数が増加することにより、将

来にわたって土地境界が安定します。昨年度の事業報告におい

て、日本土地家屋調査士会連合会登記基準点評価委員会に認定

申請中との報告を行いました沖縄本島北部地区（大宜味村・東村

地内）における、２２点の登記基準点につきましては、無事、令

和３年７月２１日に認定され、その成果は当協会ホームページ

において公開しております。 

なお、新規設置箇所について計画しましたが実施には至りま

せんでした。 

（２）境界標埋設事業

この事業で、境界標埋設の点数が増加することにより、個々の

土地境界が明確なものとなります。土地境界紛争の未然防止の

ため、特に大型公共事業について、官公署及び地権者への趣旨説

明を十分行い、設置しました。 

＜境界標埋設点数＞

令和３年度 ２，００７点

（３）官公署の未登記建物の表題登記実施事業

官公署所有建物は、地域のランドマーク的存在として、位置情

報の機能を有しています。この事業により、地域のランドマーク

的な建物を登記することで位置を確定します。 

今年度もコロナ禍で、思うような活動を行えず、登記する建物

の選定が行えませんでした。 

（４）地図整備の促進等に係る事業

この事業は、国土の利用、整備、保全に必須の登記所に備え付

けられる公図が作成されます。このことは、土地所有者の土地の

境界、形状の確定であり、県民の財産の確定となります。 



今年度は下記地区で実施しました。

＜地図整備実施地区＞

登記所備付地図作成作業

① 那覇市若狭一丁目、二丁目、三丁目地区

総 筆 数 ： １，５４３筆

確 定 数 ： １，５４１筆

確 定 率 ： ９９．８７％

② 那覇市松山一丁目、二丁目地区

一年目作業

実態調査 筆  数 ：６６３筆

所有者数 ：１，０２２名

面  積 ：０．２７８㎢

基準点設置 ４級基準点： １４６点

（５）公共嘱託登記に係る事業

この事業は、官公署等からの依頼を受けて、不動産の表示に関

する登記について、必要な土地又は家屋に関する調査又は測量、

登記の申請手続きについて法務局に提出する書類又は電磁的記

録の作成及び登記の申請手続きの代理を行いました。 

この事業により、土地の筆界が明確になり、県民の財産が守ら

れます。公正、正確さが求められ、業務処理システムの構築は、

県民の財産の擁護となります。業務の工程管理を徹底し、より高

品質の成果の提供に努力しました。 

＜嘱託登記事件＞

令和３年度 総事件数２５３件

（北部５５件、中部４８件、南部８７件、

宮古３９件、八重山２４件）

（６）普及事業

一般及び官公署を対象として講演会については、沖縄県の用

地担当職員を対象とした公共嘱託登記に係る勉強会の実施に向

けた打ち合わせを行いました。今年度中での実施には至りませ



んでしたが、次年度に向けより良い内容での勉強会ができるよ

う継続して打ち合わせを進めていきます。 

Ⅱ．境界等に関する研修及び講習会開催事業

（その他の事業）

社員を対象に、専門知識及び技術の向上を図ることを目的とし、

公共嘱託登記等に関する研修を下記のとおり実施しました。 

【第１回社員研修会】

日 時：令和４年６月１６日（木）午後 1 時～午後５時

場 所：沖縄産業支援センター 大ホール 

内 容：①所有者不明土地問題について（ビデオ研修）

②消費税のインボイス制度（適格請求書等保存方式）に

ついて

③受託業務における諸問題について

講 師：①衆議院議員 井林たつのり様（ビデオ講師）

②税理士 國吉 賢 様

③島袋裕二理事長、諸喜田秀和副理事長、遠藤正夫副

理事長

参加者：５０名 

参加費：無料 

 なお、従たる事務所における意見交換会は、下記のとおり実施し

ました。 

中部事務所意見交換会

日 時：令和４年５月２４日（火）

場 所：沖縄市文化芸能館 研修室①

参加人数：６名

内 容：中部事務所の事務所機能統合に伴う沖縄市にある

事務所の存続について




